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※　赤文字下線引きが主な追加または変更箇所です。

①家庭・地域における男女共同参画の実践拡大

②仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)　の促進

③継続した女性のエンパワーメント

※1　ジェンダーの視点　　性差別、性別による固定的役割分担、偏見等が社会的に作られたものであることを意識していこうとする視点。

※2　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）　　　男女がともに、ライフステージに応じて、仕事や家庭、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動を含めた生活スタイルを自らの選択によるバランスで形成すること。

※3　福島県次世代育成支援企業認証数　　「働く女性応援」中小企業認証数と「仕事と生活の調和」推進企業認証数と「子育て応援」中小企業認証数の合計。なお、「子育て応援」中小企業認証数については、平成29年3月末で認証終了。

※4　エンパワーメント　　力をつけること。個々の女性が自ら意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的及び文化的に力を持った存在になること。

ＤＶやセクシュアル･ハラスメント等の防止に向けた普及啓発や教育の実施、女性へ
の暴力に対する厳正な対処、家庭内暴力についての相談支援体制の充実、ほか

相談窓口の広報強化、暴力防止教育や知識の普及、配偶者暴力相談支援センター（Ｄ
Ｖセンター）の設置促進、緊急一時保護体制の充実、ほか

性に関する指導についての情報・学習機会の提供・相談・指導者研修の充実、発達段
階に応じた指導の充実、ほか

がん検診の啓発、心の健康に関する正しい知識の普及と相談体制の充実、県民健康調
査の実施、ほか

管理職や審議会等への女性の登用促進、女性人材リストの充実と活用、ほか

入札制度における企業評価の加算、キャリアアップ研修やポジティブ･アクションの
導入支援、組織のトップの意識改革の促進、ほか

長時間労働等の是正に向けた企業への啓発、ワーク･ライフ･バランス推進企業・団体
への支援、育児・介護休業制度等の周知、女性の再就職支援、ほか

多様な保育サービスを行う市町村への支援、子育て相談・情報提供体制の整備、ファミ
リー･サポート･センターの普及と会員拡大の支援、介護サービス提供基盤の整備、ほか

男性の参画を促進するための普及啓発・学習機会の充実、育児・介護休業を取得しや
すい環境の整備促進、ほか

ユニバーサルデザインの普及啓発と実践、外国籍住民等の相談体制の充実、民間ボラ
ンティア・日本語学習指導者の養成、ほか

性自認等に関する講座・セミナーの開催、学校での人権尊重教育の実施、各種申請書
等における不必要な性別記載欄の廃止、ほか

男女共生センターでの女性のエンパワーメント講座の開催、女性リーダーのネット
ワーク構築支援、女性の登用促進、ほか

就業継続やキャリアアップのための情報・学習機会の提供、労働関係法令の周知、ポ
ジティブ･アクションの普及啓発、ほか

家族経営協定締結及び女性の経営参画支援、経営能力の向上支援、就業・再就職及び
起業に役立つ知識や技能習得機会の提供、起業支援制度の周知、ほか

(2) 男女間における暴力の被害者支援と再発防止対策

(1) 性と生殖に関する健康・権利（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂ）の増進

(2) 生涯を通じた男女の健康保持・増進

(2) 女性の活躍のための環境整備と経済的自立の促進

(1) 公的分野における参画の促進

(2) 企業、団体、地域等における参画の促進

(1) 働き方改革等の推進

(2) 育児・介護にかかる社会的支援の拡大

(3) 家庭・地域等における男性の参画の促進

(3)自営業等における女性の労働に対する適正な評価と支援

代表指標

【基本理念】

(1) あらゆる分野に参画し責任を担うことのできる女性人材の育成

(1) 復興に向けての男女共同参画の推進

(2) 防災における女性の参画の促進

(1) 男女共同参画に関する広報・啓発の推進

(2) 学校教育におけるジェンダーにとらわれない男女平等教育の推
　　進

(3) メディアにおける人権尊重の推進

(1) 男女共同参画に関する調査・研究と成果を踏まえた取組の推進

(2) 家庭・地域における男女の参画促進と実践の拡大

(3) 家庭・地域における学習機会の充実

(1) 国際人権規範等の取入れと国際交流・協力の推進

(2) 国際化に対応した暮らしやすい環境づくり

新 (3) 性自認や性的指向にかかわらず等しく尊重され受容される
社
　　　会の実現

【計画推進の視点】

市町村における男女共
同参画計画の策定率

代表指標 現状値(H28) 目標値(R3)

県の審議会等におけ
る委員の男女比率

34.9%
(女性委員)

いずれの性
も40%を下
回らない

代表指標 現状値(H28) 目標値(R3)

福島県次世代育成支
援企業認証数

505社
(H27)

900社以上

【基本目標】 【具体的な施策】

84%以上47.5%

目標値(R3)現状値(H28)

(1) 男女間における暴力の根絶に向けた取組の推進

男女共生センターでの復興・防災における男女共同参画に関する広報・啓発・研修、
避難女性のための相談窓口の広報、ほか

防災会議への女性の登用、防災分野での女性人材の育成、女性消防団員確保のための
市町村の取組支援、ほか

多様な媒体の活用による情報提供や広報・啓発、職員研修の実施、市町村計画の策定
支援、ほか

ジェンダーにとらわれない教育の推進、人権尊重の教育の推進と普及啓発、教職員研
修の充実、ほか

メディアに対する表現への配慮要請、企画・制作・編集段階への女性の参画要請、県
政広報物表現ガイドラインの活用、ほか

男女共生センターにおける調査研究の実施と成果の発信、各種男女共同参画関連調査
結果の公表、ほか

男女共生センターと各種団体等とのネットワーク形成と活用、ワーク･ライフ･バラン
スの取組の企業等への普及啓発、ほか

幼少時からの男女平等教育の推進に向けた学習機会の提供、地域の男女共同参画を促
進するための人材育成、ほか

国際社会の取組への理解を促進する学習機会の提供、国際交流・協力を進めるＮＰＯ
等との連携、外国語教育の充実、ほか

１ 男女共同参画意識

の普及・啓発

２ 男女共同参画に関

する調査研究と家庭

・地域での実践拡大

３ 多様な価値を尊重

する社会の実現

１ 女性人材の育成と

経済的な地位の向上

２ 意思決定過程に

おける女性の参画の

促進

１ 男女間における

あらゆる暴力の根絶

２ 生涯を通じた男女

の健康支援

Ⅰ 復興・防災におけ

る男女共同参画の

推進

Ⅱ 人権尊重と男女平

等を基本とした男女

共同参画の推進

Ⅲ 女性の活躍の促進

Ⅳ 仕事と生活の調和

を図るための環境の

整備

Ⅴ 男女間のあらゆる

暴力の根絶と健康

支援

す
べ
て
の
県
民
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、

自
己
の
能
力
を
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
と
も
に
参
画
し
、
責
任
を
担
う
社
会

人
権
の
尊
重
と

男
女
平
等
の
実
現

女
性
の
能
力
発
揮

と
環
境
整
備

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点

の
反
映
と
多

様
な
価
値
の
尊
重

重点的な取組と代表指標

計画の体系
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